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知多市議会１２月定例会提出議案の概要 
   提出件数：議案１６件、報告５件 

議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

３３ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理について 

刑法等の改正に伴い、条例中で引用する用語を改めるものです。 

３４ 知多市立認定こども園の設置及び管理に関す

る条例の制定について 

梅が丘幼稚園を廃止し、梅が丘こども園を設置するものです。 

３５ 知多市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正について 

清掃センターの廃止に伴い有資格業務手当を廃止するとともに、消防職員の緊急消防援助隊

としての出動等に係る災害応急作業手当を創設するものです。 

３６ 知多市職員の退職手当に関する条例の一部改

正について 

 雇用保険法等の改正に伴い、就業促進手当に係る規定等を改めるものです。 

３７ 知多市立学校設置条例の一部改正について  梅が丘幼稚園を廃止するものです。 

３８ 知多市民体育館の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

市民体育館に多目的室並びに卓球場、剣道場及び柔道場の冷暖房設備を設置するものです。 

３９ 知多市保育所の設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

 日長保育園を廃止するものです。 

４０ 知多市保健センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

 乳がん検診の検査内容を見直すとともに、国の指針による対象者の変更に迅速に対応できる

よう対象者の区分を削るものです。 

４１ 指定管理者の指定（青少年会館）について  青少年会館の指定管理者を指定するものです。 

４２ 指定管理者の指定（中央図書館）について  中央図書館の指定管理者を指定するものです。 

４３ 知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

 利用料金の市内区分適用範囲を明確にするものです。 
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議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

４４ 知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

 利用権の消滅及び利用許可の取消しの条件を明確にし、利用者不在や管理の意思がない墓所

の発生を抑制するものです。 

４５ 知多市移動等円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準を定める条例の一部

改正について 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、条例中で引用

する条項を改めるものです。 

４６ 指定管理者の指定（旭公園）について  旭公園の指定管理者を指定するものです。 

４７ 指定管理者の指定（佐布里緑と花のふれあい

公園等）について 

 佐布里緑と花のふれあい公園等の指定管理者を指定するものです。 

４８ 令和６年度知多市一般会計補正予算（第５

号） 

２５３，３７１千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３２，８９６，０６６千円とする

ものです。 

 ＜主な歳入＞ 

  個人（市民税）      180,000千円   法人（市民税）      100,000千円 

固定資産税         80,000 千円      地方特例交付金          27,532 千円 

衛生使用料         17,100 千円   民生費国庫負担金     41,379 千円 

  民生費国庫補助金      24,954千円   民生費県負担金      20,690千円 

利子及び配当金      11,005千円   不動産売払収入          17,319 千円 

  財政調整基金繰入金   △374,039千円   ごみ対策基金繰入金      18,152千円 

減債基金繰入金        32,112 千円   雑入             52,052 千円 

  教育債           4,500千円    

  

＜主な歳出＞ 

  財政管理費          5,944千円   財産管理費          5,061千円 

  社会福祉総務費        2,692千円   高齢者福祉施設費     24,954 千円 

  児童福祉総務費      22,988千円   保育園費             110,864千円 

  生活保護総務費           70,378千円   道路橋りょう維持費     2,300千円 

  学校管理費（小学校）    6,000千円   利子            2,502千円 
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  第２表 債務負担行為補正 

 債務負担行為を次のように補正するものです。 

 追 加 

事     項 期  間 限度額 

外国語指導助手派遣手数料 令和６年度から令和７年度まで 22,500千円 

林間学校バス借上料 令和６年度から令和７年度まで 8,700千円 

 

廃 止 

事     項 期  間 限度額 

外国語学習指導委託料 令和６年度から令和７年度まで 17,900千円 

 

第３表 地方債補正 

 地方債の限度額を次のように変更するものです。 

起 債 の 目 的 補正前 補正後 

小学校空調設備整備事業  8,800千円 13,300千円 

計 1,341,300千円 1,345,800千円 
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報告番号 議    案    名 概      要      説      明 

報告１１ 市長専決処分事項の承認を求めることについ

て 

専決第９号（令和６年１０月２日専決） 

令和６年度知多市一般会計補正予算（第４号） 

４２，７７９千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３２，６４２，６９５千円とするもの

です。 

＜歳入＞ 

総務費県委託金       42,779 千円 

＜歳出＞ 

衆議院議員総選挙費    42,779千円 

報告１２ 市長専決処分事項の報告について 専決第１０号（令和６年１０月１６日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

公用車による事故について、国家賠償法の規定に基づき相手方の損害を賠償し、民法の規定に

基づき和解を締結したものです。 

報告１３ 市長専決処分事項の報告について 専決第１１号（令和６年１０月２２日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

施設管理瑕疵による事故について、国家賠償法の規定に基づき相手方の損害を賠償し、民法の

規定に基づき和解を締結したものです。 

報告１４ 市長専決処分事項の報告について 専決第１２号（令和６年１１月１１日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

施設管理瑕疵による事故について、国家賠償法の規定に基づき相手方の損害を賠償し、民法の

規定に基づき和解を締結したものです。 
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報告番号 議    案    名 概      要      説      明 

報告１５ 市長専決処分事項の報告について 専決第１３号（令和６年１１月２０日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

施設管理瑕疵による事故について、国家賠償法の規定に基づき相手方の損害を賠償し、民法の

規定に基づき和解を締結したものです。 

 


